
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

都

市

計

画

の

案

の

作

成

に

関

す

る

公

聴

会

の

開

都

市

計

画

課

催

の

中

止

担

当

課

（

室

）

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

目

次

の

完

了

○

落

札

者

等

の

決

定

用

度

課

【

規

則

】

○

岡

山

県

行

政

組

織

規

則

及

び

岡

山

県

事

務

処

理

障

害

福

祉

課

○

〃

教

育

委

員

会

【

人

事

委

員

会

】

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則（

県

例

規

集

登

載

）

○

令

和

七

年

度

岡

山

県

警

察

行

政

職

員

Ｂ

採

用

試

人

事

委

員

会

験

の

実

施

【

告

示

】

○

自

然

公

園

に

お

け

る

公

園

事

業

の

変

更

自

然

環

境

課

○

令

和

七

年

度

岡

山

県

職

員

Ｂ

採

用

試

験

及

び

市

〃

○

救

急

病

院

の

認

定

医

療

推

進

課

町

村

立

小

・

中

学

校

事

務

職

員

採

用

試

験

の

実

施

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

○

不

在

者

投

票

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

施

設

の

指

選

挙

管

理

委

員

会

の

更

新

定

の

一

部

改

正

○

指

定

通

所

支

援

の

事

業

の

廃

止

の

届

出

指

導

監

査

課

○

〃

〃

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

の

指

定

〃

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

○

〃

〃

○

個

人

演

説

会

等

を

開

催

す

る

こ

と

が

で

き

る

施

〃

○

指

定

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

の

指

定

〃

設

の

指

定

の

取

消

し

【

監

査

公

表

】

○

〃

〃

○

〃

〃

○

監

査

の

結

果

に

基

づ

き

講

じ

た

措

置

の

状

況

の

監

査

事

務

局

○

〃

〃

公

表

【

公

告

】

【

公

安

委

員

会

】

○

岡

山

県

自

然

環

境

保

全

審

議

会

か

ら

の

答

申

自

然

環

境

課

○

岡

山

県

道

路

交

通

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

交

通

規

制

課

○

岡

山

県

医

療

審

議

会

か

ら

の

答

申

医

療

推

進

課

す

る

規

則

○

農

地

を

利

用

す

る

権

利

の

設

定

に

関

す

る

裁

定

農

村

振

興

課

（

県

例

規

集

登

載

）

【

警

察

本

部

】

の

申

請

岡

山

県

公

報

令和７年７月１日 第１２７１４号



令和７年７月１日 第１２７１４号

担

当

課

（

室

）

担

当

課

（

室

）

目

次

目

次

○

令

和

七

年

度

第

二

回

岡

山

県

警

察

官

採

用

試

験

警

務

課

の

実

施



◎
岡
山
県
規
則
第
五
十
五
号

岡
山
県
行
政
組
織
規
則
及
び
岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
七
年
七
月
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
行
政
組
織
規
則
及
び
岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
岡
山
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

岡
山
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

第
一
条

に
改
正
す
る
。

第
百
三
十
七
条
第
三
項
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰

り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

障
害
者
医
療
費
公
費
負
担
制
度
に
関
す
る
こ
と
。

（
岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
改
正
）

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
岡
山
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

第
二
条

に
改
正
す
る
。

岡
山
県
心
身
障
害
者
医
療
費
公
費
負
担
制
度
補
助
金

別
表
第
三
障
害
福
祉
課
の
部
６
の
項
１
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
項
２
を

交
付
要
綱

岡
山
県
障
害
者
医
療
費
公
費
負
担
制
度
補
助
金
交
付
要
綱

削
り
、
同
部
７
の
項
中
「

」
を
「

」

心
身
障
害
者
医
療
公
費
負
担
事
業

障
害
者
医
療
公
費
負
担
事
業

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和７年７月１日　岡山県公報　第１２７１４号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
三
十
六
号

岡
山
県
立
自
然
公
園
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
岡
山
県
条
例
第
三
十
四
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
備
作
山
地
県
立
自
然
公
園
の
公
園
事
業
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

令
和
七
年
七
月
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

公
園
事
業
の
名
称

事

業

地

施

設

の

規

模

及

び

種

類

明

地

峠

園

地

新
見
市
千
屋
花
見

区
域
面
積

園

地

一
八
・
八
ヘ
ク
タ
ー
ル

（

）

令和７年７月１日　岡山県公報　第１２７１４号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
三
十
七
号 

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
□
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
□
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
救

急
病
院
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
□ 

令
和
七
年
七
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

１ 

名
称 

医
療
法
人 
創
生
会 

渡
辺
胃
腸
科
外
科
病
院 

２ 

所
在
地 

倉
敷
市
玉
島
上
成
五
三
九―

五 

二 

認
定
年
月
日 

令
和
七
年
七
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

令
和
十
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

１ 

名
称 

医
療
法
人 

天
馬
会 

チ
ク
バ
外
科
胃
腸
科
肛
門
科
病
院 

２ 

所
在
地 

倉
敷
市
林
二
二
一
七 

二 

認
定
年
月
日 

令
和
七
年
七
月
一
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

令
和
十
年
六
月
三
十
日 

 

令和７年７月１日　岡山県公報　第１２７１４号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
三
十
八
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
□
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指 

定
し
た
□ 

令
和
七
年
七
月
一
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 

 
 

指
定
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

指
定
年
月
日 

訪
問
看
護
ス
テ
□
シ
□
ン
心
頼 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

倉
敷
市
笹
沖
四
二
五―

二 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
七
年
七
月
一
日 

 

令和７年７月１日　岡山県公報　第１２７１４号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
三
十
九
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
□
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
□
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
□ 

令
和
七
年
七
月
一
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 
 

 

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

更
新
年
月
日 

美
作
市
立
大
原
病
院 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

美
作
市
古
町
一
七
七
一―

九 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
七
年
七
月
一
日 

ア
サ
ヒ
薬
局 

河
辺
店 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

津
山
市
河
辺
九
三
三―

一
三 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
七
年
七
月
一
日 

令和７年７月１日　岡山県公報　第１２７１４号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
四
十
号 

 

児
童
福
祉
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
□
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
□
次
の
指
定
通
所
支
援
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
七
年
七
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

こ
あ
き
□
ず
ぱ
る
む 

２  

所
在
地 

苫
田
郡
鏡
野
町
円
宗
寺
一
〇
〇
〇―

四 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

合
同
会
社
Ｃ
ｏ―

Ｃ
ｒ
ｅ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

苫
田
郡
鏡
野
町
円
宗
寺
一
〇
〇
〇―

四 

三 

廃
止
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
六
月
三
十
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
五
三
五
〇
〇
〇
四
八 

五 

サ
□
ビ
ス
の
種
類 

児
童
発
達
支
援
□
放
課
後
等
デ
イ
サ
□
ビ
ス 

令和７年７月１日　岡山県公報　第１２７１４号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
四
十
一
号 

 

介
護
保
険
法
□
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
□
次
の

と
お
り
指
定
居
宅
サ
□
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
□ 

令
和
七
年
七
月
一
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

１ 

名
称 

訪
問
介
護
事
業
所
ホ
□
プ 

２ 

所
在
地 

美
作
市
真
神
六
八
七―
一 

二 

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

１ 

名
称 

一
般
社
団
法
人
と
も
え 

２ 

所
在
地 

美
作
市
湯
郷
三
二
三―

一 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
七
月
一
日 

四 

介
護
保
険
事
業
所
番
号 

三
三
七
三
七
〇
〇
九
九
〇 

五 

サ
□
ビ
ス
の
種
類 

訪
問
介
護 

令和７年７月１日　岡山県公報　第１２７１４号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
四
十
二
号 

 

介
護
保
険
法
□
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
□
次
の

と
お
り
指
定
居
宅
サ
□
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
□ 

令
和
七
年
七
月
一
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

１ 

名
称 

デ
イ
サ
□
ビ
ス
セ
ン
タ
□
そ
ら
い
ろ 

２ 

所
在
地 

赤
磐
市
西
軽
部
一
二
六
〇 

二 

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

１ 

名
称 

ソ
エ
ル
株
式
会
社 

２ 

所
在
地 

赤
磐
市
桜
が
丘
西
九
丁
目
一
七
番
一
七
号 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
七
月
一
日 

四 

介
護
保
険
事
業
所
番
号 

三
三
七
二
二
〇
一
五
七
八 

五 

サ
□
ビ
ス
の
種
類 

通
所
介
護 

 

令和７年７月１日　岡山県公報　第１２７１４号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
□
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
□
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
□
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
□ 

 
 

令
和
七
年
七
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

ヘ
ル
パ
□
ス
テ
□
シ
□
ン
こ
す
も
す 

  

２  

所
在
地 

美
作
市
東
青
野
八
四
四
番
地
一 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

ハ
ピ
ニ
テ
□
□
株
式
会
社 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

美
作
市
川
上
三
〇
番
地
一 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
七
月
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
一
一
五
〇
〇
二
四
七 

五 

サ
□
ビ
ス
の
種
類 

居
宅
介
護
□
重
度
訪
問
介
護 
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
四
十
四
号 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
□
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
□
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
□
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
□ 

 
 

令
和
七
年
七
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

訪
問
介
護
事
業
所
ホ
□
プ 

  

２  

所
在
地 

美
作
市
真
神
六
八
七―
一 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

一
般
社
団
法
人
と
も
え 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

美
作
市
湯
郷
三
二
三―

一 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
七
月
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
一
一
五
〇
〇
二
五
四 

五 

サ
□
ビ
ス
の
種
類 

居
宅
介
護 
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
四
十
五
号 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
□
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
□
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
□
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
□ 

 
 

令
和
七
年
七
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

ヘ
ル
パ
□
ス
テ
□
シ
□
ン
い
る
か
い
ご 

  

２  

所
在
地 

浅
口
市
寄
島
町
一
六
〇
八
九
番
一
六 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

医
療
法
人
福
嶋
医
院 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

浅
口
市
寄
島
町
三
〇
七
二
番
地 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
七
月
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
一
一
六
〇
〇
二
三
七 

五 

サ
□
ビ
ス
の
種
類 

共
生
型
居
宅
介
護
□
共
生
型
重
度
訪
問
介
護 
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
四
十
六
号 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
□
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
□
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
□
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
□ 

 
 

令
和
七
年
七
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

訪
問
介
護
事
業
所
α 

  

２  

所
在
地 

赤
磐
市
桜
が
丘
東
一
丁
目
一
番
一
一
〇
三
号 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

合
同
会
社
ａ
ｃ
ｔ
□
Ｐ
Ｌ
Ｓ 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

赤
磐
市
桜
が
丘
東
一
丁
目
一
番
一
一
〇
三
号 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
七
月
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
一
一
三
〇
〇
三
二
五 

五 

サ
□
ビ
ス
の
種
類 

同
行
援
護
□
行
動
援
護 
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□
二
九
二
□
岡
山
県
自
然
環
境
保
全
審
議
会
か
ら
次
の
と
お
り
答
申
が
あ
□
た
□ 

令
和
七
年
七
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 
諮
問
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
六
月
六
日 

二 

答
申
を
受
け
た
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
六
月
十
日 

三 

諮
問
及
び
答
申
の
事
項 

 
 

備
作
山
地
県
立
自
然
公
園
に
係
る
公
園
事
業
の
変
更
に
つ
い
て 

四 

そ
の
他 

 
 

諮
問
及
び
そ
の
答
申
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類
に
つ
い
て
は
□
岡
山
県
庁
県
政
情
報
室
及
び
岡
山

県
備
中
県
民
局
に
お
い
て
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 
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□
二
九
三
□
岡
山
県
医
療
審
議
会
か
ら
次
の
と
お
り
答
申
が
あ
□
た
□ 

令
和
七
年
七
月
一
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 
諮
問
年
月
日 

令
和
七
年
六
月
十
八
日 

二 

答
申
を
受
け
た
年
月
日 

令
和
七
年
六
月
二
十
日 

三 

諮
問
及
び
答
申
の
事
項 

救
急
病
院
等
の
新
規
認
定
に
つ
い
て
□
医
療
法
人 

創
生
会 

渡
辺
胃
腸
科
外
科
病
院
□ 

四 

そ
の
他 

答
申
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類
に
つ
い
て
は
□
岡
山
県
庁
県
政
情
報
室
□
岡
山
県
備
前
県
民
局
□

岡
山
県
備
中
県
民
局
及
び
岡
山
県
美
作
県
民
局
に
お
い
て
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

 
 

 
 

一 

諮
問
年
月
日 

令
和
七
年
六
月
十
八
日 

二 

答
申
を
受
け
た
年
月
日 

令
和
七
年
六
月
二
十
日 

三 

諮
問
及
び
答
申
の
事
項 

救
急
病
院
等
の
新
規
認
定
に
つ
い
て□
医
療
法
人 

天
馬
会 
チ
ク
バ
外
科
胃
腸
科
肛
門
科
病
院
□ 

四 

そ
の
他 

答
申
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類
に
つ
い
て
は
□
岡
山
県
庁
県
政
情
報
室
□
岡
山
県
備
前
県
民
局
□

岡
山
県
備
中
県
民
局
及
び
岡
山
県
美
作
県
民
局
に
お
い
て
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令和７年７月１日　岡山県公報　第１２７１４号



□
二
九
四
□
農
地
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
□
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□

岡
山
県
農
地
中
間
管
理
機
構
□
公
益
財
団
法
人
岡
山
県
農
林
漁
業
担
い
手
育
成
財
団
□
か
ら
農
地
を
利

用
す
る
権
利
の
設
定
に
関
し
裁
定
の
申
請
が
あ
□
た
□ 

令
和
七
年
七
月
一
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

申
請
に
係
る
農
地
の
所
在
□
地
番
□
地
目
及
び
面
積 

二 

申
請
に
係
る
農
地
の
利
用
の
現
況 

農
地
所
有
者
が
死
亡
し
て
お
り
□
耕
作
の
事
業
に
従
事
す
る
者
が
不
在
と
な
る
こ
と
が
確
実
と
認

め
ら
れ
る
□ 

三 

申
請
に
係
る
農
地
に
つ
い
て
の
申
請
者
の
利
用
計
画
の
内
容
の
詳
細 

裁
定
手
続
後
に
□
岡
山
県
農
地
中
間
管
理
機
構
□
公
益
財
団
法
人
岡
山
県
農
林
漁
業
担
い
手
育
成

財
団
□
か
ら
借
受
希
望
者
に
農
地
を
貸
し
付
け
る
□ 

四 

希
望
す
る
農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
始
期
及
び
存
続
期
間
並
び
に
借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額

及
び
そ
の
支
払
の
方
法 

五 

意
見
書
の
提
出 

申
請
に
係
る
農
地
の
所
有
者
等
□
農
地
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
所
有
者
等
を
い
う
□
□

は
□
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

１ 

提
出
期
限 

令
和
七
年
七
月
十
五
日
□
火
□ 

 

２ 

提
出
先 

 
 

 

岡
山
県
農
林
水
産
部
農
村
振
興
課 

 

３ 

記
載
事
項 

⑴ 

意
見
書
を
提
出
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
□
法
人
に
あ
□
て
は
□
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
□ 

⑵ 

意
見
書
を
提
出
す
る
者
の
有
す
る
権
利
の
種
類
及
び
内
容 

⑶ 

意
見
書
を
提
出
す
る
者
の
当
該
農
地
の
利
用
の
状
況
及
び
利
用
計
画 

⑷ 

意
見
書
を
提
出
す
る
者
が
当
該
農
地
を
現
に
耕
作
の
目
的
に
供
し
て
い
な
い
理
由 

⑸ 

意
見
の
趣
旨
及
び
そ
の
理
由 

⑹ 

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項 

吉
備
中
央
町
黒
土
四
四
一
番
四 

所
在
及
び
地
番 

田 

地
目 

六
二
一 

面
積
□
平
方
メ
□
ト
ル
□ 

令
和
七
年
九
月
一

日 農
地
を
利
用
す
る

権
利
の
始
期 

権
利
の
始
期
か
ら
令

和
十
二
年
八
月
三
十

一
日
ま
で 

存
続
期
間 

三
□
一
〇
五
円 

借
賃
に
相
当
す
る 

補
償
金
の
額 

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
始
期

ま
で
に
岡
山
地
方
法
務
局
に
供

託
す
る
□ 

補
償
金
の
支
払
の
方
法 
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□
二
九
五
□
令
和
七
年
五
月
三
十
日
付
け
で
公
告
し
た
次
の
都
市
計
画
の
案
の
作
成
に
関
す
る
公
聴
会

に
つ
い
て
は
□
意
見
書
の
提
出
が
な
か
□
た
た
め
□
開
催
を
中
止
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
七
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県 

代
表
者 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
中
止
す
る
公
聴
会 

 
 

 
 

津
山
広
域
都
市
計
画
道
路
の
変
更 

公
聴
会
に
係
る
都
市
計
画
の
案 

令
和
七
年
七
月
九
日
午
後
二
時

か
ら 

公
聴
会
の
日
時 

津
山
市
山
北
五
二

〇
番
地 

津
山
市
役
所
二
階

大
会
議
室 

公
聴
会
の
場
所 
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□
二
九
六
□
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
七
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
秦
字
大
畔
二
九
五
三
番
□
二
九
五
四
番
一
□
二
九
五
五
番
一
□
二
九
五
五
番
二
□
二
九

五
六
番
一
□
二
九
五
六
番
二 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
□
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

総
社
市
秦
三
八
〇
番
地
二 

社
会
福
祉
法
人 

す
ず
ら
ん
保
育
園 

 

理
事
長 

板
野 

敬
二 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
三
二
六
号 
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□
二
九
七
□
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
□
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
□
に
基
づ
き
□
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
□
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
□ 

 
 

令
和
七
年
七
月
一
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

落
札
物
品
の
名
称
及
び
数
量 

水
素
雰
囲
気
炉
シ
ス
テ
ム 

一
式 

二 

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地 

岡
山
県
出
納
局
用
度
課 

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号 

三 

落
札
者
を
決
定
し
た
日 

令
和
七
年
五
月
三
十
日 

四 

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地 

新
青
山
株
式
会
社 

岡
山
市
北
区
兵
団
三
番
二
七
号 

五 

落
札
金
額 

四
六
□
一
八
九
□
〇
〇
〇
円
□
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
四
□
一
九
九
□
〇
〇
〇
円
□ 

六 

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続 

一
般
競
争
入
札 

七 

入
札
公
告
日 

令
和
七
年
四
月
十
八
日 

令和７年７月１日　岡山県公報　第１２７１４号



□
二
九
八
□
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
□
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
□
に
基
づ
き
□
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
□
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
□ 

令
和
七
年
七
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

借
上
件
名
及
び
数
量 

館
内
基
幹
ネ
□
ト
ワ
□
ク
機
器 

一
式 

二 

契
約
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
令
和
十
二
年
十
一
月
三
十
日
ま
で 

三 

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

岡
山
県
立
図
書
館
総
務
・
メ
デ
□
ア
課 

 
 

岡
山
市
北
区
丸
の
内
二
丁
目
六
番
三
○
号 

四 

落
札
者
を
決
定
し
た
日 

 
 

令
和
七
年
六
月
五
日 

五 

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
・
Ｔ
Ｃ
リ
□
ス
株
式
会
社
中
国
支
店
岡
山
営
業
所 

 
 

岡
山
市
北
区
奉
還
町
三
丁
目
二
二
番
一
○
号 

六 

落
札
金
額 

 
 

一
月
当
た
り
二
□
五
五
四
□
五
三
○
円
□
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
二
三
二
□
二
三
〇
円
□ 

七 

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続 

 
 

一
般
競
争
入
札 

八 

入
札
公
告
日 

 
 

令
和
七
年
四
月
二
十
五
日 
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◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
公
示
第
七
号

令
和
七
年
度
岡
山
県
警
察
行
政
職
員
Ｂ
採
用
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
七
年
七
月
一
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

安

田

寛

一

試
験
区
分
、
採
用
予
定
者
数
並
び
に
主
な
勤
務
先
及
び
職
務
内
容

試

験

区

分

採
用
予
定
者
数

主

な

勤

務

先

及

び

職

務

内

容

警
察
行
政
職
員
Ｂ

若
干
名

警
察
本
部
、
警
察
署
等
に
お
い
て
、
予
算
・
経
理
、
庶

務
、
統
計
、
警
察
施
設
の
維
持
管
理
、
交
通
管
制
、
運

転
免
許
事
務
、
犯
罪
捜
査
の
支
援
等
の
警
察
運
営
に
必

要
な
様
々
な
業
務
に
従
事
す
る
。

二

受
験
資
格

１

平
成
十
六
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
年
四
月
一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
。
た
だ
し
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く

）
。

(1)
を
卒
業
し
た
者
又
は
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
卒
業
見
込
み
の
者

岡
山
県
人
事
委
員
会
が
、

に
該
当
す
る
者
と
同
等
の
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
者

(2)

(1)

２

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
１
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
も
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者

(1)

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
十
六
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に

(2)
該
当
す
る
者

三

試
験
の
方
法

試
験
は
、
第
一
次
試
験
及
び
第
二
次
試
験
と
し
、
第
二
次
試
験
は
、
第
一
次
試
験
の
合
格
者
に
つ

い
て
行
う
。

１

第
一
次
試
験

教
養
試
験

(1)

高
等
学
校
卒
業
程
度
の
一
般
的
知
識
及
び
知
能
に
つ
い
て
択
一
式
に
よ
る
筆
記
試
験
を
行

う
。作

文
試
験

(2)

表
現
力
、
理
解
力
、
構
成
力
、
企
画
力
等
に
つ
い
て
記
述
試
験
を
行
う
。

適
性
検
査

(3)

性
格
、
心
理
等
に
つ
い
て
検
査
を
行
う
。

２

第
二
次
試
験

口
述
試
験

集
団
面
接
及
び
個
別
面
接
に
よ
り
行
う
。

四

試
験
の
期
日
及
び
試
験
会
場

１

第
一
次
試
験

試

験

の

期

日

試

験

会

場

令
和
七
年
九
月
二
十
八
日
（
日
曜
日
）

岡
山
市
北
区
津
島
中
二
丁
目
一
番
一
号

岡
山
大
学
一
般
教
育
棟
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２

第
二
次
試
験

試

験

の

期

日

試

験

会

場

令
和
七
年
十
一
月
六
日
（
木
曜
日
）
か
ら
同

岡
山
市
中
区
古
京
町
一
丁
目
七
番
三
六
号

月
八
日
（
土
曜
日
）
ま
で
の
う
ち
一
日
（
第

岡
山
県
庁
分
庁
舎

一
次
試
験
の
合
格
者
に
対
し
て
、
直
接
通
知

す
る

）
。

五

合
格
者
の
発
表

岡
山
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
掲
示
板
に
次
の
と
お
り
掲
示
し
、
岡
山
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
対
し
て
は
、
直
接
通
知
す
る
。

区

分

発

表

の

期

日

内

容

第

一

次

試

験

令
和
七
年
十
月
十
五
日
（
水
曜
日
）

合
格
者
の
受
験
番
号

第

二

次

試

験

令
和
七
年
十
一
月
下
旬

合
格
者
の
受
験
番
号

六

採
用
及
び
採
用
後
の
給
与

１

採
用第

二
次
試
験
の
合
格
者
は
、
合
格
決
定
後
直
ち
に
、
成
績
順
に
採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
す

(1)
る
。採

用
者
は
、
任
命
権
者
（
岡
山
県
警
察
本
部
長
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
か
ら
の
請
求
に
応

。

(2)
じ
て
、
岡
山
県
人
事
委
員
会
が
採
用
候
補
者
名
簿
の
登
載
順
に
提
示
し
た
者
の
中
か
ら
、
任
命

権
者
が
決
定
す
る
。
な
お
、
採
用
時
期
は
、
原
則
と
し
て
、
令
和
八
年
四
月
一
日
と
す
る
。

採
用
候
補
者
名
簿
の
有
効
期
間
は
、
原
則
と
し
て
、
名
簿
登
載
の
日
か
ら
一
年
と
す
る
。

(3)
２

給
与令

和
七
年
四
月
採
用
者
（
新
卒
者
）
の
給
料
月
額
は
、
短
期
大
学
卒
二
一
三
、
六
〇
〇
円
、

(1)
高
等
学
校
卒
二
〇
〇
、
五
〇
〇
円
で
あ
る
。

諸
手
当
と
し
て
、
扶
養
手
当
、
通
勤
手
当
、
住
居
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
等
が
支
給

(2)
さ
れ
る
。

七

受
験
手
続

１

試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

所
定
の
受
験
申
込
書
を
岡
山
県
警
察
本
部
警
務
部
警
務
課

岡

、

（

山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号
）
に
提
出
す
る
こ
と
。

２

受
験
申
込
書
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
年
八
月
十
四
日
（
木
曜
日
）
ま
で

の
期
間
中
（
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く

、
八
時
三
十
分
か
ら
十
七
時
十
五
分
ま
で
、

。
）

岡
山
県
警
察
本
部
警
務
部
警
務
課
に
お
い
て
受
け
付
け
る
。
な
お
、
郵
送
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

同
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
、
受
け
付
け
る
。

３

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
年
八
月

十
四
日
（
木
曜
日
）
の
期
間
中
、
岡
山
県
警
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
受
け
付
け
る
。

八

そ
の
他

１

試
験
の
実
施
方
法
そ
の
他
試
験
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
受
験
案
内
に
記
載
す
る
。

２

受
験
申
込
書
及
び
受
験
案
内
は
、
岡
山
県
警
察
本
部
警
務
部
警
務
課
、
県
内
各
警
察
署
、
岡
山
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県
人
事
委
員
会
事
務
局
等
で
交
付
す
る
。
ま
た
、
受
験
案
内
は
岡
山
県
人
事
委
員
会
事
務
局
及
び

岡
山
県
警
察
本
部
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

受
験
資
格
の
有
無
及
び
受
験
申
込
書
の
記
載
事
項
を
確
認
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
、
証
明

書
等
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。

の
採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
受
験
申
込
書
等
の
提
出
書
類

４

六
１
(1)

の
記
載
事
項
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み
の
場
合
の
入
力
事
項
を
含
む

）
に
虚
偽

。

の
も
の
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
採
用
候
補
者
名
簿
か
ら
当
該
者
を
削
除
す
る
。
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◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
公
示
第
八
号

令
和
七
年
度
岡
山
県
職
員
Ｂ
採
用
試
験
及
び
市
町
村
立
小
・
中
学
校
事
務
職
員
採
用
試
験
を
次
の
と

お
り
実
施
す
る
。

令
和
七
年
七
月
一
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

安

田

寛

一

試
験
区
分
、
採
用
予
定
者
数
並
び
に
主
な
勤
務
先
及
び
職
務
内
容

１

岡
山
県
職
員
Ｂ

試
験
区
分

採
用
予
定
者
数

主

な

勤

務

先

及

び

職

務

内

容

事

務

五
名
程
度

知
事
部
局
（
本
庁
、
県
民
局
等

、
教
育
委
員
会
（
教
育
庁
、

）

県
立
学
校
等
）
等
に
お
い
て
、
一
般
行
政
事
務
に
従
事
す
る
。

土

木

五
名
程
度

知
事
部
局
（
本
庁
、
県
民
局
等
）
に
お
い
て
、
道
路
、
河
川
、

港
湾
、
都
市
計
画
等
の
事
業
に
関
す
る
企
画
、
設
計
、
施
工
管

理
等
の
専
門
的
業
務
に
従
事
す
る
。

農
業
土
木

五
名
程
度

知
事
部
局
（
本
庁
、
県
民
局
等
）
に
お
い
て
、
農
地
農
村
整
備

事
業
に
関
す
る
企
画
、
設
計
、
施
工
管
理
等
の
専
門
的
業
務
に

従
事
す
る
。

林

業

若

干

名

知
事
部
局
（
本
庁
、
県
民
局
等
）
に
お
い
て
、
治
山
事
業
等
に

関
す
る
企
画
、
設
計
及
び
施
工
管
理
、
林
業
に
関
す
る
知
識
技

術
の
普
及
指
導
等
の
専
門
的
業
務
に
従
事
す
る
。

電

気

若

干

名

知
事
部
局
（
本
庁
、
出
先
事
務
所
等
）
又
は
企
業
局
（
本
局
、

、

）

、

発
電
総
合
管
理
事
務
所

工
業
用
水
道
事
務
所
等

に
お
い
て

電
気
設
備
、
通
信
設
備
等
に
関
す
る
企
画
、
設
計
及
び
施
工
管

理
並
び
に
電
気
設
備
、
通
信
設
備
等
の
運
転
、
保
守
管
理
等
の

専
門
的
業
務
に
従
事
す
る
。
な
お
、
勤
務
場
所
に
よ
っ
て
は
、

深
夜
勤
務
、
交
替
制
勤
務
等
の
変
則
的
な
勤
務
を
伴
う
場
合
が

あ
る
。

２

市
町
村
立
小
・
中
学
校
事
務
職
員

試

験

区

分

採
用
予
定
者
数

主

な

勤

務

先

及

び

職

務

内

容

小
・
中
学

Ａ

八
名
程
度

市
町
村
立
小
・
中
学
校
等
（
岡
山
市
立
で
あ
る
も
の
を
除

校

事

務

く

）
に
お
い
て
、
学
校
事
務
に
従
事
す
る
。

。

Ｂ

五
名
程
度

二

受
験
資
格

１

岡
山
県
職
員
Ｂ

平
成
十
六
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
年
四
月
一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
。
た
だ
し
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く

）
。

(1)
を
卒
業
し
た
者
又
は
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
卒
業
見
込
み
の
者

岡
山
県
人
事
委
員
会
が
、

に
該
当
す
る
者
と
同
等
の
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
者

(2)

(1)

２

市
町
村
立
小
・
中
学
校
事
務
職
員

Ａ
区
分

平
成
七
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
十
六
年
四
月
一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者

Ｂ
区
分

平
成
十
六
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
年
四
月
一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者

３

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
１
又
は
２
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
も
受
験
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者

(1)

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
十
六
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に

(2)
該
当
す
る
者

三

試
験
の
方
法

試
験
は
、
第
一
次
試
験
及
び
第
二
次
試
験
と
し
、
第
二
次
試
験
は
、
第
一
次
試
験
の
合
格
者
に
つ

い
て
行
う
。

１

第
一
次
試
験

試
験
区
分

種

目

内

容択
一
式

事

務

教
養
試
験

高
等
学
校
卒
業
程
度
の
一
般
的
知
識
及
び
知
能
に
つ
い
て
、

に
よ
る
筆
記
試
験
を
行
う
。

小
・
中
学

校

事

務

性
格
、
心
理
等
に
つ
い
て
検
査
を
行
う
。

適
性
検
査

択
一
式

土

木

教
養
試
験

高
等
学
校
卒
業
程
度
の
一
般
的
知
識
及
び
知
能
に
つ
い
て
、

に
よ
る
筆
記
試
験
を
行
う
。

、

（

、

）
、

専
門
試
験

数
学
・
物
理
・
情
報

土
木
構
造
設
計

構
造
力
学

構
造
設
計

（

、

）
、

、

、

土
木
基
礎
力
学

水
理
学

土
質
力
学

測
量

社
会
基
盤
工
学

土
木
施
工
等
に
つ
い
て
、
択
一
式
に
よ
る
筆
記
試
験
を
行
う
。

適
性
検
査

性
格
、
心
理
等
に
つ
い
て
検
査
を
行
う
。

択
一
式

農
業
土
木

教
養
試
験

高
等
学
校
卒
業
程
度
の
一
般
的
知
識
及
び
知
能
に
つ
い
て
、

に
よ
る
筆
記
試
験
を
行
う
。

専
門
試
験

農
業
土
木
設
計
、
水
循
環
、
測
量
、
農
業
土
木
施
工
、
農
業
に
関
す

る
基
礎
（
農
業
と
環
境
、
農
業
と
情
報
等
）
等
に
つ
い
て
、
択
一
式

に
よ
る
筆
記
試
験
を
行
う
。

適
性
検
査

性
格
、
心
理
等
に
つ
い
て
検
査
を
行
う
。

択
一
式

林

業

教
養
試
験

高
等
学
校
卒
業
程
度
の
一
般
的
知
識
及
び
知
能
に
つ
い
て
、

に
よ
る
筆
記
試
験
を
行
う
。
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専
門
試
験

森
林
経
営
、
森
林
科
学
、
林
産
物
利
用
、
測
量
等
に
つ
い
て
、
択
一

式
に
よ
る
筆
記
試
験
を
行
う
。

適
性
検
査

性
格
、
心
理
等
に
つ
い
て
検
査
を
行
う
。

択
一
式

電

気

教
養
試
験

高
等
学
校
卒
業
程
度
の
一
般
的
知
識
及
び
知
能
に
つ
い
て
、

に
よ
る
筆
記
試
験
を
行
う
。

専
門
試
験

数
学
・
物
理
、
電
気
回
路
、
電
気
機
器
・
電
力
技
術
・
電
子
計
測
制

御
、
電
子
技
術
・
電
子
回
路
・
通
信
技
術
・
情
報
等
に
つ
い
て
、
択

一
式
に
よ
る
筆
記
試
験
を
行
う
。

適
性
検
査

性
格
、
心
理
等
に
つ
い
て
検
査
を
行
う
。

２

第
二
次
試
験

作
文
試
験

(1)

表
現
力
、
理
解
力
、
構
成
力
、
企
画
力
等
に
つ
い
て
記
述
試
験
を
行
う
。

口
述
試
験

(2)

個
別
面
接
に
よ
り
行
う
。

四

試
験
の
期
日
及
び
試
験
会
場

１

第
一
次
試
験

試

験

の

期

日

試

験

会

場

令
和
七
年
九
月
二
十
八
日
（
日
曜
日
）

岡
山
市
北
区
津
島
中
二
丁
目
一
番
一
号

岡
山
大
学
一
般
教
育
棟

２

第
二
次
試
験

試

験

の

期

日

試

験

会

場

令
和
七
年
十
月
二
十
五
日
（
土
曜
日
）

岡
山
市
中
区
古
京
町
一
丁
目
七
番
三
六
号

岡
山
県
庁
分
庁
舎

令
和
七
年
十
月
二
十
五
日
（
土
曜
日
）
か
ら

同
年
十
一
月
二
日
（
日
曜
日
）
ま
で
の
う
ち

一
日
（
第
一
次
試
験
の
合
格
者
に
対
し
て
、

岡
山
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
て
指
定
す
る

）
。

五

合
格
者
の
発
表

岡
山
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
掲
示
板
に
次
の
と
お
り
掲
示
し
、
岡
山
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の

、

、

。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
す
る
と
と
も
に

第
二
次
試
験
の
合
格
者
に
対
し
て
は

直
接
通
知
す
る

区

分

発

表

の

期

日

内

容
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第
一
次
試
験

令
和
七
年
十
月
八
日
（
水
曜
日
）

合
格
者
の
受
験
番
号

第
二
次
試
験

令
和
七
年
十
一
月
中
旬

合
格
者
の
受
験
番
号

六

採
用
及
び
採
用
後
の
給
与

１

採
用第

二
次
試
験
の
合
格
者
は
、
合
格
決
定
後
直
ち
に
、
試
験
区
分
ご
と
に
成
績
順
に
採
用
候
補

(1)
者
名
簿
に
登
載
す
る
。

採
用
者
は
、
任
命
権
者
か
ら
の
請
求
に
応
じ
て
、
岡
山
県
人
事
委
員
会
が
採
用
候
補
者
名
簿

(2)
の
登
載
順
に
提
示
し
た
者
の
中
か
ら
、
任
命
権
者
が
決
定
す
る
。
な
お
、
採
用
時
期
は
、
原
則

と
し
て
、
令
和
八
年
四
月
一
日
と
す
る
。

採
用
候
補
者
名
簿
の
有
効
期
間
は
、
原
則
と
し
て
、
名
簿
登
載
の
日
か
ら
一
年
と
す
る
。

(3)
２

給
与令

和
七
年
四
月
採
用
者
（
新
卒
者
）
の
給
料
月
額
は
、
二
〇
〇
、
五
〇
〇
円
で
あ
る
。

(1)

諸
手
当
と
し
て
、
扶
養
手
当
、
通
勤
手
当
、
住
居
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
等
が
支
給

(2)
さ
れ
る
。

七

受
験
手
続

試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
年
八
月
十
五
日
（
金

曜
日
）
ま
で
の
期
間
中
、
岡
山
県
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
に
よ
り
受
験
申
込
み
を
行
う
こ
と
。

八

そ
の
他

１

試
験
の
実
施
方
法
そ
の
他
試
験
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
受
験
案
内
に
記
載
す
る
。

２

受
験
案
内
は
、
岡
山
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

３

受
験
資
格
の
有
無
及
び
受
験
申
込
み
の
入
力
事
項
を
確
認
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
、
証
明

書
等
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。

の
採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
受
験
申
込
み
の
入
力
事
項
等

４

六
１
(1)

に
虚
偽
の
も
の
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
採
用
候
補
者
名
簿
か
ら
当
該
者
を
削
除
す
る
。
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
五
十
二
号 

 

平
成
二
年
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
一
号
□
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
□
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
□
令
和
七
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
適
用
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
七
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

委
員
長 

 

大 
 

林 
 

裕 
 

一 

 

表
老
人
ホ
□
ム
の
項
中 

   

         

 
    

    

津
山
市
立
と
き
わ
園 

地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人

ホ
□
ム
く
ら
し
き
日
和
平
田 

 

津
山
市
立
と
き
わ
園 

 

岡
山
市
友
楽
園 

創
心
会
ア
シ
ス
ト
リ
ビ
ン
グ

大
安
寺 

 岡
山
市
友
楽
園 

津
山
市
井
口
一
〇
〇―

一 

倉
敷
市
平
田
八
五
五 

 

津
山
市
井
口
一
〇
〇―

一 

 

岡
山
市
中
区
平
井
四―

一
三

―

三
三 

岡
山
市
北
区
日
吉
町
一
四―

三  岡
山
市
中
区
平
井
四―

一
三

―

三
三 

        

 

□ □ 

□ 

□ 

を に
□ 

□ 

を 

□ 

□ 

に
改
め
る
□ 

□ 
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
五
十
三
号 

 

平
成
二
年
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
一
号
□
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
□
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
七
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

委
員
長 

 

大 
 

林 
 

裕 
 

一 

 

表
老
人
ホ
□
ム
の
項
中
□
倉
敷
市
琴
浦
園
□
を
□
養
護
老
人
ホ
□
ム
し
お
か
ぜ
琴
浦
園
□
に
□□
倉
敷

市
児
島
唐
琴
三―
一
四―

五
□
を
□
倉
敷
市
児
島
上
の
町
三―

二―

二
〇
□
に
改
め
る
□ 
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
五
十
四
号 

公
職
選
挙
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
□
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
に
つ
い
て
□
倉
敷
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
□
次
の
施
設
の
指
定
を
取 

り
消
し
た
旨
報
告
が
あ
□
た
□ 

令
和
七
年
七
月
一
日 

岡 

山 

県 

選 

挙 

管 

理 

委 

員 

会 

 
 
 
 

委 
 

員 
 

長 
 

 

大 
 

 

林 
 

 

裕 
 

 

一 
 

 
 

 

国
民
宿
舎
良
寛
荘 

施

設

の

名

称 

倉
敷
市
玉
島
柏
島
四
七
八 

所

在

地 

株
式
会
社
倉
敷
国
際
ホ
テ
ル 

施

設

の

管

理

者 

会
議
室 

一
〇
五
・
一
六 

研
修
室 

一
一
九
・
九
二 

大
広
間
□
一
□
三
□ 

二
六
四  

面
積(

㎡)
 

施

設

の

程

度 

四
〇  

七
〇  

一
〇
〇  

収
容
人
員 

有 

 有 

 有 

 照
明 

令
和
七
年
六
月
二
日 

指

定

取

消

年

月

日 
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◎
岡
山
県
監
査
公
表
第
七
号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

地
方
自
治
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
□
第
百
九
十
九
条
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
り
□
監

査
の
結
果
に
基
づ
き
□
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
□
た
の
で
□
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
□
次
の

と
お
り
公
表
す
る
□ 

 
 
 
 

令
和
七
年
七
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡
山
県
監
査
委
員 

 
 

荒 
 

島 
 

俊 
 

造 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
監
査
委
員 

 
 

渡 
 

辺 
 

知 
 

典 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
監
査
委
員 

 
 

浅 
 

間 
 

義 
 

正 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
監
査
委
員 

 

飛 
 

山 
 

美 
 

保  
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監 査 対 象 団 体 

（監査対象団体を所管する県の部局） 
監査実施年月日 監査結果公表年月日 

井原鉄道株式会社 

（県民生活部） 
令和７年２月17日 令和７年３月28日 

監査の結果（指摘事項） 

 令和６年５月から令和７年１月にかけて、パート社員が伝票の改ざん等により現金

を着服し、1,243,480円の被害が生じた。 

措置の状況     

業務の適正な執行については、再発防止策として、社員に対するコンプライアンス

教育や現場監査を充実させたほか、今回の原因となったシステムを改修（令和７年４

月 16 日運用開始）し、恒久的なチェック機能の強化を図るなど、内部統制機能による

管理体制を見直すことで、信頼回復に向けた取組を進めている。 

また、現金を取り扱う全ての駅について、当該事案の発生した年度を含む過去５か

年（令和２年度から令和６年度）の会計帳簿等を調査した結果、他に不適切な事案が

なかったことを確認したが、過去に生じた事案による再発防止策が十分機能していな

かったことを真摯に受け止め、チェック機能が適正に働くよう社を挙げて継続的に取

り組むことにより、健全な業務運営に努めていく。 

 

公益財団法人岡山県育英会 

（教育庁） 
令和７年１月21日 令和７年３月28日 

監査の結果（指摘事項） 

令和５年度末の奨学金未収償還金が、前年度末に比べ総額は減少しているものの、

310,863,184円と多額になっており、早期解消が必要である。 

措置の状況     

近年特に取組を強化している過年度滞納者に対する電話及び訪問による督促を、粘

り強く継続実施した効果が顕著に現れ、前年度末に比べて未収償還金が大幅に減少し

ている（令和５年度減少額 約 730 万円→令和６年度減少額 約 2,980 万円）。 

長期滞納者に対しては、引き続き分割返還申請書の提出を強く働きかけ、計画的な

返還の意識付けを強化するとともに、悪質な長期滞納者に対しては、積極的に法的措

置や債権委託回収会社を活用する。 
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号

岡
山
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
七
月
一
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

岡
山
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
二
第
一
項
第
三
号
コ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

コ

次
に
掲
げ
る
用
務
の
た
め
現
に
使
用
中
の
車
両
で
公
安
委
員
会
が
交
付
す
る
通
行
禁
止
除
外

指
定
車
標
章
（
様
式
第
一
号
）
又
は
他
の
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
交
付
し
た
通
行
禁
止
の
適

用
を
除
外
す
る
旨
の
標
章
を
掲
出
し
て
い
る
も
の

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
四
項
に
規

(1)
定
す
る
身
体
障
害
者
手
帳
（
以
下
「
身
体
障
害
者
手
帳
」
と
い
う

）
の
交
付
を
受
け
て
い

。

る
者
で
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
区
分
の
う
ち
視
覚
障
害
に
該
当
す
る
場
合
に

お
い
て
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
級
別
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二

）

。

。
）

十
五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号

別
表
第
五
号
に
定
め
る
障
害
の
級
別
を
い
う

以
下
同
じ

に
該
当
す
る
視
覚
障
害
者
が
現
に
使
用
中
の
車
両

医
師
が
緊
急
往
診
の
た
め
使
用
中
の
車
両

(2)

、

、

（

。
）

、

保
健
師

看
護
師
又
は
准
看
護
師
が

医
師
の
指
示

包
括
的
指
示
を
含
む

を
受
け

(3)
直
ち
に
患
者
宅
等
を
緊
急
に
訪
問
し
看
護
を
行
う
た
め
に
使
用
中
の
車
両

助
産
師
が
直
ち
に
妊
産
じ
ょ
く
婦
宅
等
を
緊
急
に
訪
問
し
助
産
等
を
行
う
た
め
に
使
用
中

(4)
の
車
両

第
四
条
の
二
第
一
項
第
五
号
イ
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
二
ず
つ
繰
り
下
げ
、

の
次
に

(8)

(10)

(2)

(7)

(1)

次
の
よ
う
に
加
え
る
。、

、

（

。
）

、

保
健
師

看
護
師
又
は
准
看
護
師
が

医
師
の
指
示

包
括
的
指
示
を
含
む

を
受
け

(2)
直
ち
に
患
者
宅
等
を
緊
急
に
訪
問
し
看
護
を
行
う
た
め
に
使
用
中
の
車
両

助
産
師
が
直
ち
に
妊
産
じ
ょ
く
婦
宅
等
を
緊
急
に
訪
問
し
助
産
等
を
行
う
た
め
に
使
用
中

(3)
の
車
両

第
四
条
の
二
第
二
項
中
「
は
通
行
禁
止
除
外
指
定
車
標
章
交
付
申
請
書
（
視
覚
障
害
者
用

（
様
式

）

第
一
号
の
三
）
を
」
を
削
り

「
は
駐
車
禁
止
除
外
指
定
車
標
章
交
付
申
請
書
（
事
業
者
等
用

（
様

、

）

式
第
一
号
の
四
）
を

」
を
「
及
び
」
に

「
駐
車
禁
止
除
外
指
定
車
標
章
交
付
申
請
書
（
身
体
障
害

、

、

者
等
用

（
様
式
第
一
号
の
五
」
を
「
除
外
標
章
交
付
申
請
書
（
様
式
第
一
号
の
三
」
に
改
め
、
同
条

）

第
三
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

第
一
項
第
三
号
コ
に
規
定
す
る
通
行
禁
止
除
外
指
定
車
標
章

次
に
掲
げ
る
書
類

ア

当
該
車
両
に
係
る
用
務
を
疎
明
す
る
書
類

イ

当
該
車
両
に
係
る
自
動
車
検
査
証
の
写
し
又
は
自
動
車
検
査
証
記
録
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書

類

二

第
一
項
第
五
号
イ
に
規
定
す
る
駐
車
禁
止
除
外
指
定
車
標
章

次
に
掲
げ
る
書
類

ア

当
該
車
両
に
係
る
用
務
を
疎
明
す
る
書
類

イ

当
該
車
両
に
係
る
自
動
車
検
査
証
の
写
し
又
は
自
動
車
検
査
証
記
録
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書

類

三

第
一
項
第
五
号
ウ
に
規
定
す
る
駐
車
禁
止
除
外
指
定
車
標
章

次
に
掲
げ
る
書
類

ア

除
外
標
章
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
障
害
の
程
度
を
証
明
す
る
書
類

イ

除
外
標
章
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
足
り
る
書
類

第
四
条
の
二
第
九
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
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四

標
章
の
再
交
付
を
受
け
た
後
に
お
い
て
亡
失
し
た
標
章
を
発
見
し
、
又
は
回
復
し
た
と
き
。

第
四
条
の
二
中
第
九
項
を
第
十
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
様
式
第
一
号
の
七
」
を
「
様
式
第
一
号

の
六
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
中
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
箇

所
」
の
下
に
「

前
面
ガ
ラ
ス
が
な
い
構
造
の
車
両
の
場
合
は
、
外
部
か
ら
見
や
す
い
箇
所

」
を
加

（

）

え
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
第
三
号
コ
又
は
第
五
号
イ
若
し
く
は
ウ
に

掲
げ
る
車
両
に
係
る
標
章
（
以
下
「
標
章
」
と
い
う

」
を
「
標
章
」
に

「
標
章
記
載
事
項
変
更
届

。
）

、

出
書
（
様
式
第
一
号
の
六
）
に
よ
り
」
を
「
除
外
標
章
記
載
事
項
変
更
届
（
様
式
第
一
号
の
五
）
に
記

載
事
項
の
変
更
を
証
す
る
書
類
の
写
し
を
添
え
て

」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第

、

四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

第
一
項
第
三
号
コ
又
は
第
五
号
イ
若
し
く
は
ウ
に
掲
げ
る
車
両
に
係
る
標
章
（
以
下
「
標
章
」
と

い
う

）
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
標
章
を
亡
失
し
、
若
し
く
は
滅
失
し
、
又
は
著
し
く
汚
損
し
、

。

若
し
く
は
破
損
し
た
と
き
は
、
除
外
標
章
再
交
付
申
請
書
（
様
式
第
一
号
の
四
）
に
よ
り
標
章
の
再

交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
の
三
第
二
項
第
一
号
中
「
申
請
」
を
「
車
両
」
に

「
写
し
」
を
「
写
し
又
は
自
動
車
検
査

、

証
記
録
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
類
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
箇
所
」
の
下
に
「

前
面
ガ
ラ
ス
が

（

な
い
構
造
の
車
両
の
場
合
は
、
外
部
か
ら
見
や
す
い
箇
所

」
を
加
え
る
。

）

第
六
条
第
一
項
第
二
号
ア
中
「
駐
車
禁
止
」
を
「
法
第
四
十
五
条
に
基
づ
く
駐
車
禁
止
」
に

「
無

、

余
地
」
を
「
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
無
余
地
」
に
改
め
、
同
号
ウ
中
「
不
可
能
」
を

「
困
難
」
に
改
め
、
同
ウ

中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に

「
の
た
め
」
を
「
又
は
身
体
の
障
害

、

(1)

そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
移
動
が
困
難
な
者
の
輸
送
の
た
め
に
」
に
改
め
、
同
ウ
中

を

と
し
、

の

(3)

(4)

(2)

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

貨
物
車
に
よ
る
貨
物
集
配
等
の
用
務
に
よ
り
一
定
の
区
域
を
定
め
、
駐
車
す
る
必
要
が
あ

(3)
る
車
両

当
該
用
務
先
か
ら
お
お
む
ね
百
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内

第
六
条
第
二
項
中
「
提
出
」
を
「
二
通
提
出
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。一

第
一
項
第
二
号
ウ

及
び

に
掲
げ
る
車
両

次
に
掲
げ
る
書
類

(2)

(3)

ア

当
該
車
両
に
係
る
自
動
車
検
査
証
の
写
し
又
は
自
動
車
検
査
証
記
録
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書

類
イ

当
該
車
両
に
係
る
用
務
を
疎
明
す
る
書
類

第
六
条
第
三
項
第
二
号
ア
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ア

当
該
車
両
に
係
る
自
動
車
検
査
証
の
写
し
又
は
自
動
車
検
査
証
記
録
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書

類

第
六
条
第
三
項
第
二
号
ウ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ウ

当
該
車
両
に
係
る
用
務
を
疎
明
す
る
書
類

第
六
条
第
五
項
中
「

様
式
第
四
号

」
を
削
り
、
同
条
中
第
八
項
を
第
十
項
と
し
、
第
七
項
を
第

（

）

九
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
箇
所
」
の
下
に
「

前
面
ガ
ラ
ス
が
な
い
構
造
の
車
両
の
場
合
は
、
外

（

部
か
ら
見
や
す
い
箇
所

」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
の
次
に
次
の
二
項
を

）

加
え
る
。

６

駐
車
許
可
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
駐
車
許
可
証
を
亡
失
し
、
若
し
く
は
滅
失
し
、
又
は
著
し

く
汚
損
し
、
若
し
く
は
破
損
し
た
と
き
は
、
駐
車
許
可
証
再
交
付
申
請
書
（
様
式
第
四
号
）
に
よ
り

駐
車
許
可
証
の
再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

駐
車
許
可
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
駐
車
許
可
証
の
記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
駐

車
許
可
証
記
載
事
項
変
更
届
（
様
式
第
四
号
の
二
）
に
記
載
事
項
の
変
更
を
証
す
る
書
類
の
写
し
を

添
え
て
、
速
や
か
に
警
察
署
長
に
届
け
出
て
、
駐
車
許
可
証
の
変
更
に
係
る
事
項
の
記
載
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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別
表
第
三
の
十
八
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
八

主
要
地
方
道
岡
山
吉
井

イ

赤
磐
市
下
市
四
四
〇
番
一
地
先
か
ら
赤
磐
市
仁
堀
中

線

一
六
七
六
番
一
地
先
に
至
る
間

ロ

赤
磐
市
稲
蒔
一
一
六
五
番
地
先
か
ら
和
気
郡
和
気
町

小
坂
一
八
四
七
番
二
地
先
に
至
る
間

別
表
第
三
の
二
十
三
の
項
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ

岡
山
市
中
区
江
並
七
九
番
六
地
先
か
ら
岡
山
市
中
区

新
築
港
一
番
一
九
地
先
に
至
る
間

別
表
第
三
の
二
十
六
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
六

主
要
地
方
道
玉
野
福

イ

倉
敷
市
曽
原
九
二
一
番
二
地
先
か
ら
倉
敷
市
広
江
一

田
線

丁
目
二
七
二
一
番
六
地
先
に
至
る
間

ロ

倉
敷
市
林
二
一
九
二
番
一
地
先
か
ら
倉
敷
市
林
二
一

九
一
番
三
地
先
に
至
る
間

別
表
第
三
の
三
十
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
十

主
要
地
方
道
佐
伯
長
船

イ

赤
磐
市
松
木
五
〇
七
番
一
地
先
か
ら
赤
磐
市
釣
井
六

線

番
二
地
先
に
至
る
間

ロ

和
気
郡
和
気
町
小
坂
一
八
四
七
番
二
地
先
か
ら
岡
山

市
東
区
瀬
戸
町
南
方
一
三
番
一
地
先
に
至
る
間

別
表
第
三
中
五
十
七
の
十
六
の
項
を
五
十
七
の
十
七
の
項
と
し
、
五
十
七
の
十
五
の
項
を
五
十
七
の

十
六
の
項
と
し
、
五
十
七
の
十
四
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

五
十
七
の
十
五

倉
敷
市
道
林

倉
敷
市
林
二
一
九
一
番
三
地
先
か
ら
倉
敷
市
林
二
〇
七
五

福
江
線

番
一
〇
地
先
に
至
る
間

様
式
第
一
号
中

３
現
場
に
お
い
て

警
察
官
又
は
交
通
巡
視
員
の
指
示
が
あ
っ
た
場
合
に
は

そ
の
指
示
に

「

､
､

｡
従
っ
て
く
だ
さ
い

､
｡

４
こ
の
標
章
を
不
正
に
使
用
し
た
場
合
に
は

返
納
を
命
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

５
次
の
場
合
は

こ
の
標
章
を
速
や
か
に

の
場
合
は
返
納
命
令
通
知
書
を
受
け
取
っ

､

（(3)
､

を

た
日
か
ら

日
以
内
に

返
納
し
て
く
だ
さ
い

1
0

）

｡

(
1
)

｡
有
効
期
限
が
経
過
し
た
と
き

(
2
)

｡
使
用
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き

(
3
)

｡
公
安
委
員
会
か
ら
返
納
を
命
じ
ら
れ
た
と
き

使
用
者
住
所

」

使
用
者
氏
名

３
こ
の
標
章
を
使
用
す
る
場
合
は

車
両
の
前
面
ガ
ラ
ス
の
外
部
か
ら
見
や
す
い
箇
所

前

「

､

（

面
ガ
ラ
ス
が
な
い
構
造
の
車
両
の
場
合
は

外
部
か
ら
見
や
す
い
箇
所

に
掲
出
し
て
く
だ

､

）

｡
さ
い
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４
現
場
に
お
い
て

警
察
官
又
は
交
通
巡
視
員
の
指
示
が
あ
っ
た
場
合
に
は

そ
の
指
示
に

､
､

｡
従
っ
て
く
だ
さ
い

､
｡

５
こ
の
標
章
を
不
正
に
使
用
し
た
場
合
に
は

返
納
を
命
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

､

（(3)
､

に

６
次
の
場
合
は

こ
の
標
章
を
速
や
か
に

の
場
合
は
返
納
命
令
通
知
書
を
受
け
取
っ

1
0

）

｡
た
日
か
ら

日
以
内
に

返
納
し
て
く
だ
さ
い

(
1
)

｡
有
効
期
限
が
経
過
し
た
と
き

(
2
)

｡
使
用
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き

(
3
)

｡
公
安
委
員
会
か
ら
返
納
を
命
じ
ら
れ
た
と
き

使
用
者
住
所

」

使
用
者
氏
名

改
め
る
。

様
式
第
一
号
の
三
か
ら
様
式
第
一
号
の
五
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第１号の３（第４条の２関係）

除外標章交付申請書

年 月 日

岡山県公安委員会 殿

住 所 （ 所 在 地 ）

ふ り が な

氏 名 （ 名 称 ）

電 話 番 号

そ の 他 の 連 絡 先

標 章 の 名 称

番 号 標 に 表 示

さ れ て い る 番 号

除 外 を 受 け よ う

と す る 期 間

除 外 を 受 け よ う

と す る 区 間

□以下の公安委員会が定める業務に使用する

除 外 を 受 け よ う

と す る 理 由 □以下の公安委員会が定める障害を持つ者が乗車する

備 考

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。
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様式第１号の４（第４条の２関係）

除外標章再交付申請書

年 月 日

岡山県公安委員会 殿

住 所 （ 所 在 地 ）

ふ り が な

氏 名 （ 名 称 ）

電 話 番 号

そ の 他 の 連 絡 先

標 章 の 名 称

標 章 番 号

標 章 交 付 年 月 日

再交付申請の理由

備 考

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。
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様式第１号の５（第４条の２関係）

除外標章記載事項変更届

年 月 日

岡山県公安委員会 殿

住 所 （ 所 在 地 ）

ふ り が な

氏 名 （ 名 称 ）

電 話 番 号

そ の 他 の 連 絡 先

標 章 の 名 称

標 章 番 号

標 章 交 付 年 月 日

変 更 の 内 容

変 更 の 理 由

備 考

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。
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様
式
第
一
号
の
六
を
削
り
、
様
式
第
一
号
の
七
を
様
式
第
一
号
の
六
と
し
、
様
式
第
三
号
及
び
様
式

第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第３号（第６条関係）

駐車許可申請書

年 月 日

警察署長 殿

住所（所在地）

申請者 氏名（名称）

電話

番 号 標 に 表 示

さ れ て い る 番 号

許可を受けようと

す る 日 時 期 間

許可を受けようと

す る 場 所

許可を受けようと

す る 理 由

第 号

駐 車 許 可 証

上記のとおり許可する。ただし、次の条件に従うこと。

条 件

年 月 日

警 察 署 長 印

備考 １ 申請者は太枠内を記入すること。

２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。
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様式第４号（第６条関係）

駐車許可証再交付申請書

年 月 日

警察署長 殿

住 所 （ 所 在 地 ）

氏 名 （ 名 称 ）

電 話 番 号

そ の 他 の 連 絡 先

許 可 証 番 号

許可証交付年月日

再交付申請の理由

備 考

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。
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様
式
第
四
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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様式第４号の２（第６条関係）

駐車許可証記載事項変更届

年 月 日

警察署長 殿

住 所 （ 所 在 地 ）

氏 名 （ 名 称 ）

電 話 番 号

そ の 他 の 連 絡 先

許 可 証 番 号

許可証交付年月日

変 更 の 内 容

変 更 の 理 由

備 考

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
警
察
告
示
第
二
十
八
号

令
和
七
年
度
第
二
回
岡
山
県
警
察
官
採
用
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
七
年
七
月
一
日

岡
山
県
警
察
本
部
長

工

藤

陽

代

一

試
験
区
分
、
採
用
予
定
者
数
並
び
に
主
な
勤
務
先
及
び
職
務
内
容

試

験

区

分

採
用
予
定
者
数

主
な
勤
務
先
及
び
職
務
内
容

警
察
官
Ａ

男
性

四
人

警
察
本
部
、
警
察
署
等
に
お
い
て
、

個
人
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
の
保
護

女
性

二
人

に
当
た
り
、
犯
罪
の
予
防
、
鎮
圧
及
び

捜
査
、
被
疑
者
の
逮
捕
、
交
通
の
取
締

警
察
官
Ｂ

男
性

十
五
人

り
そ
の
他
公
共
の
安
全
と
秩
序
を
維
持

す
る
職
務
に
従
事
す
る
。

女
性

七
人

二

受
験
資
格

１

年
齢
及
び
学
歴

試
験
区
分

受

験

資

格

警
察
官
Ａ

平
成
四
年
四
月
二
日
以
降
に
生
ま
れ
た
者
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
大
学
（
短

(1)
期
大
学
を
除
く

）
を
卒
業
し
た
者
又
は
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

。

に
卒
業
見
込
み
の
者

岡
山
県
警
察
本
部
が
、

に
該
当
す
る
者
と
同
等
の
資
格
が
あ
る
と
認

(2)

(1)

め
る
者

警
察
官
Ｂ

平
成
四
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
年
四
月
一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
。
た

だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く

）
を
卒
業
し
た
者
又

。

(1)
は
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
卒
業
見
込
み
の
者

岡
山
県
警
察
本
部
が
、

に
該
当
す
る
者
と
同
等
の
資
格
が
あ
る
と
認

(2)

(1)

め
る
者

２

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
１
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
も
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者

(1)

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
十
六
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に

(2)
該
当
す
る
者

三

試
験
の
方
法

試
験
は
、
第
一
次
試
験
及
び
第
二
次
試
験
と
し
、
第
二
次
試
験
は
、
第
一
次
試
験
の
合
格
者
に
つ

い
て
行
う
。

１

第
一
次
試
験
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内

容

試
験
区
分

種

目

大
学
卒
業
程
度
の
一
般
的
知
識
及
び
知
能
に
つ
い
て
択
一
式

警
察
官
Ａ

教
養
試
験

に
よ
る
筆
記
試
験
を
行
う
。

論
文
試
験

表
現
力
、
理
解
力
、
構
成
力
、
企
画
力
等
に
つ
い
て
記
述
試

験
を
行
う
。

性
格
、
心
理
等
に
つ
い
て
検
査
を
行
う
。

適
性
検
査

反
復
横
跳
び
、
上
体
起
こ
し
、
握
力
及
び
二
〇
メ
ー
ト
ル
シ

体
力
試
験

ャ
ト
ル
ラ
ン
を
行
う
。

身
体
検
査
１

指
及
び
関
節
運
動
に
つ
い
て
職
務
遂
行
に
支
障
が
な
い
か
ど

う
か
の
検
査
を
行
う
。

資
格
加
点

七
１
の
受
験
申
込
書
の
提
出
の
際
に
証
明
書
類
の
写
し
又
は

原
本
を
添
え
て
申
請
の
あ
っ
た
次
に
掲
げ
る
資
格
・
免
許
・
検

定
・
経
歴
に
つ
い
て
、
警
察
業
務
に
資
す
る
専
門
的
技
能
及
び

知
識
の
確
認
を
行
う
。
た
だ
し
、
資
格
・
免
許
・
検
定
に
つ
い

て
証
明
書
類
の
写
し
を
提
出
し
た
場
合
に
は
当
該
証
明
書
類
の

原
本
の
確
認
を
行
う
。

分

野

資
格
・
免
許
・
検
定
・
経
歴

柔
道

二
段
以
上
（
講
道
館
の
段
位
に
限
る

）
。

剣
道

三
段
以
上
（
全
日
本
剣
道
連
盟
の
段
位
に

限
る

）
。

英
語

実
用
英
語
技
能
検
定
（
英
検
）
二
級
以
上

Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ
四
七
〇
点
以
上
（
団
体
特
別

受
験
制
度
（
Ｉ
Ｐ
テ
ス
ト
）
に
よ
る
も
の

を
除
く

）
。

Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ

Ｂ
ｒ
ｉ
ｄ
ｇ
ｅ
七
八
点
以

（

（

）

上

団
体
特
別
受
験
制
度

Ｉ
Ｐ
テ
ス
ト

に
よ
る
も
の
を
除
く

）
。

Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
（
Ｐ
Ｂ
Ｔ
）
四
六
〇
点
以
上

Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
（
Ｃ
Ｂ
Ｔ
）
一
四
〇
点
以
上

Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
（
ｉ
Ｂ
Ｔ
）
四
八
点
以
上

国
際
連
合
公
用
語
英
語
検
定
試
験
Ｃ
級
以

上

中
国
語

中
国
語
検
定
試
験
三
級
以
上
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漢
語
水
平
考
試
四
級
以
上
か
つ
一
八
〇
点

以
上
（
平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
三
日
以

前
に
実
施
さ
れ
た
試
験
に
あ
っ
て
は
、
三

級
以
上
）

Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｃ
四
〇
〇
点
以
上

韓
国
語

ハ
ン
グ
ル
能
力
検
定
試
験
準
二
級
以
上

韓
国
語
能
力
試
験
四
級
以
上

財
務

日
商
簿
記
検
定
試
験
二
級
以
上

情
報
処
理

情
報
処
理
技
術
者
試
験
（
経
済
産
業
省
認

定
の
国
家
資
格
）
合
格
者

ス
ポ
ー
ツ
歴

令
和
七
年
八
月
十
四
日
か
ら
遡
り
五
年

以
内
に
全
国
規
模
で
行
わ
れ
る
ス
ポ
ー
ツ

大
会
（
中
学
校
卒
業
以
降
の
大
会
で
地
区

予
選
を
経
た
も
の
に
限
る

）
に
選
手
と
し

。

て
出
場
し
た
経
験
（
選
手
登
録
さ
れ
た
こ

と
を
要
す
る
。
監
督
、
コ
ー
チ
及
び
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー
等
は
除
く

。
た
だ
し
、
対
象

。
）

と
な
る
ス
ポ
ー
ツ
大
会
及
び
ス
ポ
ー
ツ
は

次
の
と
お
り
と
す
る
。

ス
ポ
ー
ツ
大
会

(1)

日
本
選
手
権
大
会
、
国
民
ス
ポ
ー

（

。）
、

ツ
大
会

国
民
体
育
大
会
を
含
む

全
日
本
学
生
選
手
権
、
全
国
高
等
学

校
総
合
体
育
大
会
、
全
国
高
等
学
校

野
球
選
手
権
大
会
、
全
国
高
等
学
校

サ
ッ
カ
ー
選
手
権
大
会
又
は
こ
れ
ら

に
準
ず
る
と
岡
山
県
警
察
本
部
が
認

め
る
大
会

ス
ポ
ー
ツ

(2)
ア

日
本
ス
ポ
ー
ツ
協
会
及
び
日
本

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
の
い
ず
れ

に
も
加
盟
（
正
加
盟
、
準
加
盟
、

承
認
）
し
て
い
る
競
技
団
体
の
競

技
で
あ
り
、
か
つ
、
日
本
選
手
権

大
会
、
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
（
国

民
体
育
大
会
を
含
む

、
全
日
本

。
）

学
生
選
手
権
又
は
全
国
高
等
学
校

総
合
体
育
大
会
の
う
ち
い
ず
れ
か

一
つ
以
上
の
大
会
で
実
施
さ
れ
る

競
技

イ

ア
に
該
当
し
な
い
が
、
日
本
選
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手
権
大
会
、
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会

（
国
民
体
育
大
会
を
含
む

、
全

。
）

日
本
学
生
選
手
権
又
は
全
国
高
等

学
校
総
合
体
育
大
会
の
う
ち
い
ず

れ
か
の
大
会
で
実
施
さ
れ
る
武
道

競
技

警
察
官
Ｂ

教
養
試
験

高
等
学
校
卒
業
程
度
の
一
般
的
知
識
及
び
知
能
に
つ
い
て
択

一
式
に
よ
る
筆
記
試
験
を
行
う
。

表
現
力
、
理
解
力
、
構
成
力
、
企
画
力
等
に
つ
い
て
記
述
試

作
文
試
験

験
を
行
う
。

適
性
検
査

性
格
、
心
理
等
に
つ
い
て
検
査
を
行
う
。

反
復
横
跳
び
、
上
体
起
こ
し
、
握
力
及
び
二
〇
メ
ー
ト
ル
シ

体
力
試
験

ャ
ト
ル
ラ
ン
を
行
う
。

身
体
検
査
１

指
及
び
関
節
運
動
に
つ
い
て
職
務
遂
行
に
支
障
が
な
い
か
ど

う
か
の
検
査
を
行
う
。

資
格
加
点

七
１
の
受
験
申
込
書
の
提
出
の
際
に
証
明
書
類
の
写
し
又
は

原
本
を
添
え
て
申
請
の
あ
っ
た
次
に
掲
げ
る
資
格
・
免
許
・
検

定
・
経
歴
に
つ
い
て
、
警
察
業
務
に
資
す
る
専
門
的
技
能
及
び

知
識
の
確
認
を
行
う
。
た
だ
し
、
資
格
・
免
許
・
検
定
に
つ
い

て
証
明
書
類
の
写
し
を
提
出
し
た
場
合
に
は
当
該
証
明
書
類
の

原
本
の
確
認
を
行
う
。

分

野

資
格
・
免
許
・
検
定
・
経
歴

柔
道

二
段
以
上
（
講
道
館
の
段
位
に
限
る

）
。

剣
道

三
段
以
上
（
全
日
本
剣
道
連
盟
の
段
位
に

限
る

）
。

英
語

実
用
英
語
技
能
検
定
（
英
検
）
二
級
以
上

Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ
四
七
〇
点
以
上
（
団
体
特
別

受
験
制
度
（
Ｉ
Ｐ
テ
ス
ト
）
に
よ
る
も
の

を
除
く

）
。

Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ

Ｂ
ｒ
ｉ
ｄ
ｇ
ｅ
七
八
点
以

（

（

）

上

団
体
特
別
受
験
制
度

Ｉ
Ｐ
テ
ス
ト

に
よ
る
も
の
を
除
く

）
。

Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
（
Ｐ
Ｂ
Ｔ
）
四
六
〇
点
以
上

Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
（
Ｃ
Ｂ
Ｔ
）
一
四
〇
点
以
上
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Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
（
ｉ
Ｂ
Ｔ
）
四
八
点
以
上

国
際
連
合
公
用
語
英
語
検
定
試
験
Ｃ
級
以

上

中
国
語

中
国
語
検
定
試
験
三
級
以
上

漢
語
水
平
考
試
四
級
以
上
か
つ
一
八
〇
点

以
上
（
平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
三
日
以

前
に
実
施
さ
れ
た
試
験
に
あ
っ
て
は
、
三

級
以
上
）

Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｃ
四
〇
〇
点
以
上

韓
国
語

ハ
ン
グ
ル
能
力
検
定
試
験
準
二
級
以
上

韓
国
語
能
力
試
験
四
級
以
上

財
務

日
商
簿
記
検
定
試
験
二
級
以
上

情
報
処
理

情
報
処
理
技
術
者
試
験
（
経
済
産
業
省
認

定
の
国
家
資
格
）
合
格
者

ス
ポ
ー
ツ
歴

令
和
七
年
八
月
十
四
日
か
ら
遡
り
五
年

以
内
に
全
国
規
模
で
行
わ
れ
る
ス
ポ
ー
ツ

大
会
（
中
学
校
卒
業
以
降
の
大
会
で
地
区

予
選
を
経
た
も
の
に
限
る

）
に
選
手
と
し

。

て
出
場
し
た
経
験
（
選
手
登
録
さ
れ
た
こ

と
を
要
す
る
。
監
督
、
コ
ー
チ
及
び
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー
等
は
除
く

。
た
だ
し
、
対
象

。
）

と
な
る
ス
ポ
ー
ツ
大
会
及
び
ス
ポ
ー
ツ
は

次
の
と
お
り
と
す
る
。

ス
ポ
ー
ツ
大
会

(1)

日
本
選
手
権
大
会
、
国
民
ス
ポ
ー

（

。
）
、

ツ
大
会

国
民
体
育
大
会
を
含
む

全
日
本
学
生
選
手
権
、
全
国
高
等
学

校
総
合
体
育
大
会
、
全
国
高
等
学
校

野
球
選
手
権
大
会
、
全
国
高
等
学
校

サ
ッ
カ
ー
選
手
権
大
会
又
は
こ
れ
ら

に
準
ず
る
と
岡
山
県
警
察
本
部
が
認

め
る
大
会

ス
ポ
ー
ツ

(2)
ア

日
本
ス
ポ
ー
ツ
協
会
及
び
日
本

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
の
い
ず
れ

に
も
加
盟
（
正
加
盟
、
準
加
盟
、

承
認
）
し
て
い
る
競
技
団
体
の
競

技
で
あ
り
、
か
つ
、
日
本
選
手
権

大
会
、
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
（
国

民
体
育
大
会
を
含
む

、
全
日
本

。
）
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学
生
選
手
権
又
は
全
国
高
等
学
校

総
合
体
育
大
会
の
う
ち
い
ず
れ
か

一
つ
以
上
の
大
会
で
実
施
さ
れ
る

競
技

イ

ア
に
該
当
し
な
い
が
、
日
本
選

手
権
大
会
、
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会

（
国
民
体
育
大
会
を
含
む

、
全

。
）

日
本
学
生
選
手
権
又
は
全
国
高
等

学
校
総
合
体
育
大
会
の
う
ち
い
ず

れ
か
の
大
会
で
実
施
さ
れ
る
武
道

競
技

２

第
二
次
試
験

口
述
試
験

(1)

集
団
面
接
及
び
個
別
面
接
に
よ
り
行
う
。

身
体
検
査
２

(2)

所
定
の
身
体
検
査
書
の
提
出
に
よ
り
、
職
務
遂
行
に
必
要
な
身
体
状
態
の
検
査
を
行
う
。
検

査
費
用
は
、
受
験
者
の
負
担
と
す
る
。

項

目

基

準

視
力

両
眼
と
も
裸
眼
視
力
が
〇
・
六
以
上
又
は
矯
正
視
力
が
一
・
〇
以
上

色
覚

職
務
遂
行
に
支
障
の
な
い
こ
と
。

聴
力

職
務
遂
行
に
支
障
の
な
い
こ
と
。

精
密
検
査

職
務
遂
行
に
支
障
の
な
い
身
体
状
態
で
あ
る
こ
と
。

四

試
験
の
期
日
及
び
試
験
会
場

１

第
一
次
試
験

教
養
試
験
、
論
文
試
験
又
は
作
文
試
験
、
適
性
検
査
及
び
資
格
加
点

(1)

試

験

の

期

日

試

験

会

場

令
和
七
年
九
月
二
十
一
日
（
日
曜
日
）

丁
目
一
番
一
号

岡
山
市
北
区
津
島
中
三

文
・
法
・
経
済
学
部
講
義
棟

岡
山
大
学

岡
山
市
北
区
津
島
中
二
丁
目
一
番
一
号

岡
山
大
学
一
般
教
育
棟

体
力
試
験
及
び
身
体
検
査
１

(2)

試

験

の

期

日

試

験

会

場
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令
和
七
年
九
月
二
十
日
（
土
曜
日
）

岡
山
市
北
区
玉
柏
二
七
五
三

か
ら
同

一
日

岡
山
県
警
察
学
校

月
二
十
三
日
（
火
曜
日
）
ま
で
の
う
ち

（
受
験
申
込
者
に
対
し
て
、
直
接
通
知
す

る

）
。

２

第
二
次
試
験
（
口
述
試
験
及
び
身
体
検
査
２
）

試

験

の

期

日

試

験

会

場

か
ら

岡
山
市
中
区
古
京
町
一
丁
目
七
番
三
六
号

令
和
七
年
十
一
月
十
五
日
（
土
曜
日
）

二
十
日
（
木
曜
日
）
ま
で
の
う
ち
一
日

岡
山
県
庁
分
庁
舎

同
月

（
第
一
次
試
験
の
合
格
者
に
対
し
て
、
直
接

岡
山
市
北
区
玉
柏
二
七
五
三

通
知
す
る

）
。

岡
山
県
警
察
学
校

五

合
格
者
の
発
表

岡
山
県
警
察
本
部
の
掲
示
板
に
次
の
と
お
り
掲
示
し
、
岡
山
県
警
察
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
す

る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
対
し
て
は
、
直
接
通
知
す
る
。

区

分

発

表

の

期

日

内

容

第
一
次
試
験

令
和
七
年
十
月
八
日
（
水
曜
日
）

合
格
者
の
受
験
番
号

第
二
次
試
験

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日
（
金
曜
日
）

合
格
者
の
受
験
番
号

六

採
用
及
び
採
用
後
の
給
与

１

採
用第

二
次
試
験
の
合
格
者
は
、
合
格
決
定
後
直
ち
に
、
試
験
区
分
ご
と
に
成
績
順
に
採
用
候
補

(1)
者
名
簿
に
登
載
す
る
。

採
用
者
は
、
採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
し
た
者
の
中
か
ら
、
岡
山
県
警
察
本
部
長
が
決
定
す

(2)
る
。
な
お
、
採
用
時
期
は
、
原
則
と
し
て
、
令
和
八
年
四
月
一
日
と
す
る
。

採
用
候
補
者
名
簿
の
有
効
期
間
は
、
原
則
と
し
て
、
名
簿
登
載
の
日
か
ら
一
年
と
す
る
。

(3)
２

給
与令

和
七
年
四
月
採
用
者
（
新
卒
者
）
の
給
料
月
額
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

(1)試
験
区
分

学

歴

給

料

月

額

警
察
官
Ａ

大
学
卒
業
者

二
六
一
、
六
〇
〇
円

警
察
官
Ｂ

短
期
大
学
卒
業
者

二
四
九
、
一
〇
〇
円

高
等
学
校
卒
業
者

二
三
二
、
三
〇
〇
円

諸
手
当
と
し
て
、
扶
養
手
当
、
通
勤
手
当
、
住
居
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
等
が
支
給

(2)
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さ
れ
る
。

七

受
験
手
続

１

試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

所
定
の
受
験
申
込
書
を
岡
山
県
警
察
本
部
警
務
部
警
務
課

岡

、

（

山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号
）
に
提
出
す
る
こ
と
。

２

受
験
申
込
書
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
年
八
月
十
四
日
（
木
曜
日
）
ま
で

の
期
間
中
（
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く

、
八
時
三
十
分
か
ら
十
七
時
十
五
分
ま
で
、

。
）

岡
山
県
警
察
本
部
警
務
部
警
務
課
に
お
い
て
受
け
付
け
る
。
な
お
、
郵
送
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

同
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
、
受
け
付
け
る
。

３

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
年
八
月

十
四
日
（
木
曜
日
）
ま
で
の
期
間
中
、
岡
山
県
警
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
受
け
付
け
る
。

八

そ
の
他

１

試
験
の
実
施
方
法
そ
の
他
試
験
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
受
験
案
内
に
記
載
す
る
。

２

受
験
申
込
書
及
び
受
験
案
内
は
、
岡
山
県
警
察
本
部
警
務
部
警
務
課
、
県
内
各
警
察
署
、
岡
山

県
人
事
委
員
会
事
務
局
等
で
交
付
す
る
。
ま
た
、
受
験
案
内
は
岡
山
県
警
察
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

受
験
資
格
の
有
無
及
び
受
験
申
込
書
の
記
載
事
項
を
確
認
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
、
証
明

書
等
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。

の
採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
受
験
申
込
書
等
の
提
出
書
類

４

六
１
(1)

の
記
載
事
項
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み
の
場
合
の
入
力
事
項
を
含
む

）
に
虚
偽

。

の
も
の
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
採
用
候
補
者
名
簿
か
ら
当
該
者
を
削
除
す
る
。
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